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「経営判断だから」ブラックな働き方をさせてもいいのか？ 

 

北海道労働委員会のあっせんは、２月１９日と３月１５日の二回開催され、３月１５日に専務理事

と執行委員長が署名・調印を交わすことで終結しました。難航していた二つの労働問題をあっせんに

申請しましたが、その内、平成２７年度と平成２８年度の過年度分の差額手当については、組合ニュ

ース２８号でお伝えしたように３月末に支給され、教職員の皆さんに組合活動の成果をお届けできま

した。しかし、もう一つの課題であった職員による課外活動への帯同については、「ボランティア扱い

であって、業務ではない」という法人側の主張を、組合は変えることができませんでした。そのため、

北海道労働委員会は法人の頑なな態度を考慮し、この件で審議を継続しても成果は期待できないと判

断したことが大きな理由となって、あっせんが不調に終わりました。しかし、あっせんが不調に終わ

ったことにより、かえって本学の教職員の労働条件などに関して様々な問題が表面化してきました。

組合は、課外活動や時間外、休日出勤、多すぎる担当コマ数などの問題解決に正面から取り組まず、

これらを放置する姿勢は、いずれ社会から糾弾を受けるであろうことを法人に警告するとともに、こ

れらに潜んでいる本学のいびつな特殊性や違法性の問題を、教職員に知らせて共有化すべきであると

考え、組合ニュースで関連情報をお知らせすることにしました。 

 

「ボランティア扱い」と公言するのは国内の大学で本学が唯一 

組合では、道内や全国の大学が課外活動への職員の参加をどのように扱わっているのかについて、

調査を続けています。回答を寄せてくださったほとんどの大学も、「問題があることは認識している。

しかし、現時点では違法、合法の線引きが明確でなく、公的な判断がないので、グレーゾーンに属し

ていて、取扱いに苦慮している」というのは大差ないようです。 

しかし、どの大学法人も課外活動の指導・帯同を実質「業務」とみなしているから「グレーゾーン」

と言っているのであり、本学のようにあくまでも「ボランティア」と主張、しかも北海道労働委員会

のような公的な場においてもそれを公言するような法人はありませんでした。このような本学法人の

強硬な姿勢に、北海道労働委員会は匙を投げたのです。 

ところが、法人の姿勢とは反対に、小中高等学校では、過労死に追い込まれるほどの教職員の長時

間労働を問題視し、時間外労働を招く最大の原因が課外活動（部活動）の指導にあるとして、過重労

働を強いている現状をグレーゾーンのまま放置することを見直す動きが広がっており、時間外労働の

上限規制の導入、手当ての創出や増額に取り組む学校が増えています。文部科学省も、公立学校の教

職員の長時間労働を緩和するための「緊急対策」の一つとして「部活動の指導」を挙げ、外部指導員

の活用を広め、将来的には学校ではなく地域が担うことを提案しています。この問題は国会でも取り

上げられており、学校現場から政府レベルまで広がる社会的な流れになっています。 

活発な課外活動で知られる本学も、こうした社会的な動きにいち早く取り組むことで、他大学との

差別化を図り、それが学生集めにつながる、と組合では想定していました。実際、本学の課外活動が

すでにシステム化されて先進的であると想像していたため、本学へのヒアリングを検討していた近隣

の高校の校長がいました。言うまでもなく、本学が「職員による課外活動の指導及び帯同がボランテ



ィア」と公言するような大学とは想定していませんでした。こうした教職員の「ボランティア」とい

う善意や自主性に一方的に依存するような本学の姿勢は、学生を送り出す側の期待外れや失望をもた

らし、結果として学生集めにマイナスの影響を与えるのは容易に想像できます。同高校は本学に学生

を送り出す常連校の一角を占めていましたが、実際にはそれ以外の理由によってその位置から降りま

した。しかし、課外活動への本学の姿勢がその決定に追い打ちをかけた可能性もあるのです。 

組合は、本学が課外活動に注力していることに一定の理解を持つ一方、 

 

①職員による課外活動の指導及び帯同は「ボランティア」ではなく「業務」扱いとする。 

②業務であるから３６協定の時間外労働・休日出勤の扱いとなり、時間数や日数の把握と時間外手

当の支給が必要となる。 

③そのための手当として「課外活動奨励金（仮称）」の創設を提案し、法的には問題が生じる「み

なし残業手当的性格」を持つ可能性は残るものの、時間外労働時間の把握すらしないという現在

の実質違法な状態の回避と、課外活動の活発化の両方が可能となる。 

④その他の業務の時間外・休日出勤とは扱いが別になるものの、その時間数・日数を把握すること

で、課外活動の指導による時間外労働時間の増加に歯止めをかけ、労働時間の適正な管理と、従

業員の生活や健康などの労働環境の改善が可能となる。 

 

という、以上のような意図から、２月１９日のあっせんの場で約束した通り、下記のような文書にし

て、３月１日の団体交渉で法人に提案しました。 

 

課外活動奨励金（仮称）の創設 

理由： 

 ・現状の放置は、時間外勤務や休日出勤などのサービス残業の助長につながるため、違法行為を

黙認することになって、望ましくない。 

 ・平日日中の課外活動は課外活動に関与していない職員等に余分な業務負担を負わせてしまって

望ましくない。 

このため、課外活動を正式に業務扱と認めることと業務配分の再検討を実施する。 

 ・課外活動を正式な業務扱とすれば、時間外・休日出勤等が増加するため、人件費増加につなが

ることが想定される。 

 ・このような事態を避けるために、「課外活動奨励金（仮称）」を創設して、時間外・休日出勤等

の増加費用を包含させる性格を持たせるようにする。 

 ・業務配分の再検討については、早急に取り組み、新年度に実行に移せるようにする。 

 

しかし、３月７日の団交では、法人側の回答はやはり「課外活動の指導及び帯同はボランティアで

あり、業務扱いは認めない」と繰り返すだけであり、組合側の大学の魅力向上への提案は退けられま

した。 

法人側が実質的な違法状態を回避してくれる柔軟な姿勢を見せてくれるなら、組合側も繁忙期であ

る３月と４月の３６協定の調印を前向きに検討することで、執行委員会では合意に達していました。

このような組合側の意思は、北海道労働委員会にも伝えていました。また、労働委員会を通じて法人

にも組合の意向は伝わっていたと思われます。しかし、法人側の頑なな姿勢や対応に、北海道労働委

員会、そして組合もなす術を失ってしまい、現在にいたっています。 

 

教員は時間外勤務や休日出勤の対象ではない？ 

本学の就業規則には、教員の就業について明確な規定はありません。本学の就業規則第３０条では、



教員の所定労働時間について、 

（１）教員の出校日は週４日以上 

（２）学生の相談・指導、学年暦上の学校行事、研究などに要する時間及びその他大学等の運営・

教育上必要と認められる時間とする 

（３）学年暦に基づく学生の休業期間中における（略）、学内での勤務が行われていない場合でも

勤務したものとみなす 

となっているだけです。 

ところが、元法学部の教員が夏季休業中に学内で突然死した時には、法人は労災の適用を国に促す

ようなサポート行動をとらなかったことが一因となって、労災が適用されなかったと聞きます。上記

の就業規則では教員の所定労働時間が明確ではないため、この教員が大学で仕事をしていたのを「業

務」とする根拠とならなかったのです。これでは、教員の就業規則があっても外部には通用するもの

ではなく、適用されていないのと同様です。実際、組合が法人に理由を付記した労災適用に協力を促

す文書（２０１６年６月１日付け、２０１６年札組合―２）を提出したにも関わらず、当該教員の遺

された家族にとっては不幸な結果に終わった経緯があります。 

このように、教員の就業規則は不透明で、法的に保護されていない不安を感じる面が多々あるので

す。働き方改革で話題になっている裁量労働制についても、本学は教員に対して正式には適用されて

いません。しかも、苦情処理委員会規程が労働協約廃止と同時に廃止されています。このために横暴

で違法と見なされるような不透明な大学運営が増しています。裁量労働制には必須の制度として苦情

処理委員会の設置が要求されているために、労働基準監督署からも規程の復活のための推奨と助言を

しています。 

裁量労働制では、事前に決められた残業時間を超えても残業代の支払いは不要ですが、午後１０時

以降の深夜や休日の労働には２５％以上の割増賃金を払うことになっています。ところが、正式に裁

量労働制を採用している東京医科歯科大学であっても、教員８０人に残業代が払われたことが、２０

１８年３月２２日の北海道新聞夕刊に記事になっていました。中央労働基準監督署が割増支払いの是

正勧告を下したからです。 

就業規則をつぶさに読み取ると、本学では、教員は所定労働時間が不透明で、裁量労働制が正式に

も適用されないにもかかわらず、３６協定の範囲外に置かれているという、不安定な労働条件の下で

働いている実態が浮かびあがります。当然のことながら、このような不透明な労働時間管理の下にあ

る教員には、課外活動の指導及び帯同による時間外・休日勤務についても、どのような適用がなされ

ているのかの明記もありません。このような現状を、労働基準監督署はどのように判断するのでしょ

うか？ 特に、一度は夏季休業中の勤務について労災適用を認めなかった過去があり、「課外活動の指

導はボランティア活動」と主張して譲らない法人による不慮の事故等が起きた場合の対応を想像する

と、不安が募る一方です。 

 

時間外勤務や休日出勤への違法感覚のマヒは許されない 

「業務扱いの代償としての課外活動奨励金」の創設に関する北海道労働委員会との議論を通じて、

明らかになったことがあります。それは、「業務扱いの代償としての課外活動奨励金」の創設を否定す

ることは、法人が支出増加を恐れているからではなく、過重労働を強いることで、職員に経営陣の意

向に従わせるような、ブラックな働き方を要求しているから、ということです。そもそも、「課外活動

の指導」は、学生からの感謝や満足といった反応があるため、そこに仕事の喜びややりがいを感じや

すく、喜んでもらいたい、感謝されたいという承認欲求を満たしたいという期待から、過重労働にの

めり込みやすい危険性があるのです。ところが、法人が「課外活動の指導は、ボランティアとして喜

んでやっているんだ」というのは、まさしくそうした職員の「やりがい」や「喜び」を助長し、それ

を搾取することで、彼らを過重労働に追い込む、ブラックな働き方なのです。ホワイトな経営者であ



れば、職員により良い職場環境で、少しでも長く健康で働いてもらうためには、彼らのやりがいや善

意をむさぼるのではなく、職場外でも健康的な生活を過ごすことができるように、業務量や労働時間

の適正化を図るはずです。 

課外活動の他に、職員のやりがいを搾取し、経営陣にとって一方的に都合の良い過重労働に追い込

む働き方として深刻な事態となっているのは、ＳＵＩＣＣに所属している職員が孔子学院の業務で休

日出勤を続けていることに象徴される、業務の共有化の失敗による業務量の偏りとそれに伴う長時間

労働の慢性化です。しかも、代替休暇も取得できない違法な状態が常態化しているのです。年末・年

始のように入試業務による休日出勤が割り当てられると、この違法状態の悪化がより深刻になります。

代替休暇の取得すら、多忙な日常業務などを理由に限定されてしまうからです。組合は、２０１６年

度よりこの問題で頭を悩ませ続けています。 

組合は、課外活動への職員の指導及び帯同の問題だけではなく、このような業務量の偏りを背景に

した違法な労働環境を改善することも、法人に訴え続けてきました。そのため、３月２０日付け札労

組―９「休日勤務の上限設定及び代替休暇取得の義務化」において、下記のように要求しました。 

 

２０１８年３月１日の団交の席上において組合から下記のような提案をしたにもかかわらず、３

月７日実施の団交では、１日の団交の法人側出席者が組合の提案の意図を理事長や専務理事らに正

確に伝えていなかったことが判明した。「休日勤務の上限設定及び代替休暇取得の義務化」は、職

員の労働時間の管理など労働環境の改善と衛生管理、業務量の適正配分の上では不可欠であり、改

めてこの就業規則改正を要求する。要求内容については、３月７日の団交において組合から改めて

説明しているため、法人においてもすでに対応について検討を終えているはずである。理事長名で

の理由を含めた検討結果について組合に説明することを要求する。 

 

■３月１日の再要求 

休日出勤については、職場によっては特定の人物に偏っている傾向があるため、休日出勤につい

ては「月２日までを上限とし、代替休暇取得を義務付ける」などと就業規則を修正する。 

 

ところが、３月２６日の札大運第３３９号では、法人から下記のような回答が組合に出されました。 

 

休日出勤の上限設定については、大学業務の特性から休日に開催せざるを得ない行事もあり、部

署ごとに業務スケジュールが一様でないことから、一律に休日勤務の月ごとの上限を設けることは

困難です。また、代替休暇取得の義務化については、組合と協議の上、必要に応じて就業規則の見

直しを検討します。 

 

このような回答から、組合は以下のような問題があるとみなしています。 

〇そもそも、３月１日の団交でも、問題を正面から捉えようとする意思はなかった 

〇休日出勤が特定の人物に偏っていることを実質的に認めている 

〇代替休暇が取得できていない状態も実質的に認めている 

〇しかし、そのような違法状態を業務量の再配分や人事配置の適正化によって是正しようとしない 

〇つまり、代替休暇取得の義務化については、その必要性を全く認めていない 

 

すでに違法状態が長く続き過ぎて、感覚がマヒしているとしか思えません。例えば、入試時期や繁

忙期などに臨時職員を増員するなどで、業務量の適正化を図るという方法も考えられます。法人がそ

のような対応を避けることは、「コンプライアンスに従い、遵法意識を持って大学経営に臨むことより

も、意のままに支配する」という、非民主的な経営手法が優先した行動であると組合はみなしていま

す。法治国家の行動規範の基本であるコンプライアンスを教えている高等教育機関たる大学に相応し



い姿とは、到底思えません。 

組合がこのように考える更なる事実があります。組合は３月１９日に２月の休日出勤の実績を開示

する要求を提出しました（２０１８年札労組―８）。ところが、法人による情報開示はついになされな

いまま、４月に入ってしまいました。２月も孔子学院の社会人向け講座が開催されていると考えられ

るため、違法な休日出勤の実績があるのは容易に推測されます。情報開示を忌避するような隠蔽体質

が、大学経営の基本である３６協定の情報開示にまで及んでいることに、組合は憤りを覚えます。 

ちなみに、やはり繁忙期になる４月を迎えるにあたり、２月の実績報告を受けて、３６協定の調印

などの対応を組合では想定していましたが、課外活動への法人の頑なな姿勢により、またしてもそれ

を具体的に検討する機会が奪われてしまいました。 

 

「経営判断だから」でブラック化を認めることは許されるのか？ 

 最近、教員の担当コマ数の過多が外部の公的機関から問題視されていると聞きます。過多な担当コ

マ数が問題視される理由の一つとして、教育と並んで教員の本務である研究の環境の悪化が考えられ

るからです。学生に良質の教育サービスを提供するためには、研究機関としての大学の側面として、

研究の蓄積が必要になるのは言うまでもないことです。研究環境が悪化していれば、教育サービスも

低下するはずです。また、過多な担当コマ数で疲弊した教員は、学生を正面から見守ることすらでき

なくなる可能性も出てくることでしょう。 

 また、上記の職員による課外活動の指導のケースと同じく、授業などの教員の教育という仕事もや

はり、学生からの感謝や満足といった反応があるため、教育に対する「喜び」や「やりがい」を感じ、

より多くの「やりがい」を得たいという欲求から、担当コマ数の増加といった「ワーカーホリック」

につながりやすいのです。法人にとっては、専任教員がたくさんのコマ数を担当してくれれば、非常

勤講師の削減や新規の教員人事の抑制につながり、人件費も削減でき、非常に都合がいいのです。こ

こでもまた、教員の「やりがい」を助長し、彼らに過多なコマ数を負担させるような過重労働にのめ

りこませる、ブラックな働き方をさせているのです。 

 いうまでもなく、教員が教育にやりがいを求め、より多くのコマ数を担当することは、長時間労働

となり、研究環境の悪化、さらには大学外の自分自身の生活や健康に影響が出ることになり、ひいて

は教育の質そのものも悪化することにつながります。むしろ、担当コマ数に上限を設けるなどの、労

働時間の上限規制を導入すべきなのです。 

 

 以上のような一連の働き方の問題について、組合は３月９日の団体交渉において問題提起をしまし

た。ところが、理事長を始めとする法人側出席者は「問題だと言っていうなら、具体的なエビデンス

を示せ」と開き直って反発しまし、経営者としてよりよい労働環境を管理しようという視点はゼロで

した。上位者がこうした問題に向き合わず、むしろ問題提起を封じるような手法は、パワーハラスメ

ントを生み出す温床ともなりかねないのです。 

 大学は社会的使命を担っている公器です。本学内部だけで通用する論理が社会に受け入れられると

は限りません。遵法性を重視した経営、裁量労働、苦情処理、情報開示、担当コマ数の正常化などは、

いずれも民主的な大学運営には基本的であり、必須のものです。「自分たちの働く場で誇りを持っ

て学生を指導できるように大学を改善したい」というのが、教職員の意思を反映する組合の使命

だと考えています。したがって、経常収支を「経営判断だから」だけを理由に改善しても、それが反

社会的なブラック化を認めた結果であるならば、学生指導が可能な立場にあるとはみなせません。組

合は断固としてそのような反社会的な大学運営には対抗していきます。 

 


